
審査員の日当旅費はどの
ように払われるか 

              支払の手順 

①検審事務局職員が請求書を作成する 

②審査会議終了時に審査員から請求書に認印をもらう 

③検審事務局は捺印済みの請求書を当日あるいは翌日 

 に所轄の地裁に届ける 

④地裁は請求書に基づき債主内訳書・支出負担行為即支出 

 決定決議書を作成する（支払を発議する) 

⑤地裁管理者が支払承認する 

⑥債主内訳書・支出負担行為即支出決定決議書に基づき 

 審査員に日当旅費が振り込まれる（発議日から約1週間後） 

⑦支払処理済の支出負担行為即支出決定決議書・債主内訳 

 書・請求書の原本に「歳出支出証拠書類」の表紙をつけ、会 

 計検査院に送る 

 地裁は、副本として、決済前にアウトプットした決議書（承認 

 印のないもの）、債主内訳書コピー、請求書コピーを保管 

 する 

 
 



１．検審事務局職員が請求書を作成する 
  審査会議前に、赤枠内に事前に分かっている情報を印字 

（請求書１４枚のうちの１枚） 



２．検審事務局職員が会議終了後、赤枠内の日当・合 
 計請求額を印字し、審査員に呈示し、認印をもらう 

３．捺印された請求書を支払部署である地裁出納課に 
  送付 

請求者認印 



４．地裁支払担当者は請求者（審査員等）に予め決めら 
 れた審査員番号を右脇に印字する 

印字する 



５．出納担当者は債主内訳書（振込データ一覧表）を作成 
 （審査員番号、住所、氏名、振込口座情報、振込金額を印字した 
 一覧表を作成する） 
 
  （債主内訳書３枚のうちの１枚） 

審査員１０３６０８への振込データ 



６．出納担当者が支出負担行為即支出決定決議書を作成 
   （債主内訳書の支払承認の伺い） 

発議年月日 
22．2．12 

支払予定日 22．2．19 

発議年月日とは 
この書面を作成した日 



７．地裁責任者が支出負担行為即支出決議書を承認 
  （赤枠内に承認印を押す） 

 決議書、債主内訳書に基づき、支払処理を行う 



８．地裁出納課は、発議日ごとに、決議書、債主内訳書、 
 請求書を束ね、数回の発議日分をまとめ、書類の右 
 上にシリアル番号を振る。下記の 表紙を付けて会計 
 検査院に送る。 
 地裁は、決裁前にアウトプットした決議書（承認印のな 
 いもの）、債主内訳書コピー、請求書コピーを保管する。 


